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事業所内保育の届出対象化について（依頼） 

 

 

 児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成 31 年厚生労働省令第 47 号。以下

「改正省令」という。)が本年７月１日から施行され、事業所内保育施設については全

ての施設が届出（児童福祉法第 59条の２第１項の届出）の対象となりました。 

つきましては、改正省令による改正により新たに届出の対象となる認可外の事業所

内保育施設に対し、必要な届出がされるよう関係企業等への周知に御配意くださるよ

うお願いいたします。 

 なお、本年 10 月から実施される幼児教育・保育の無償化において、この届出がな

されていない認可外保育施設は無償化の対象となりませんのでご留意ください。 

 

記 

 

１ 認可外保育施設の届出 

 ア 令和元年７月１日時点で設置している事業所内保育施設 

   本年９月 30日までに認可外保育施設の届出を行うこと（別添通知第三の１参 

照）。 

 

イ 令和元年７月１日以降に開設する事業所内保育施設 

   事業開始の日から１月以内に認可外保育施設の届出を行うこと。 

 

２ その他  

  ご不明の点等がありましたら、こども・家庭課または保健福祉事務所福祉課まで 

お問い合わせください。 
長野県県民文化部 
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